
○開発行為事前協議・法第 32 条協議における手続の流れ 

 ※以下の流れは、行田市が管理する公共施設等に限ります。国、県等については必要に応じて別に手続き

を取ってください。） 
 
          相談票の提出・回答  
 

開発行為事前協議 

  申請者     開発行為事前協議申請書（様式第１号）の提出  

 

  建築開発課   開発行為事前協議申請書について、公共施設等管理者への照会  

 

  公共施設等管理者  協議事項・調整事項の回答  

 

  建築開発課   開発行為事前協議事項等通知書（様式第２号）の交付  

 

             申請者に通知 

 

  申請者     事前協議事項         調整事項  

                       ※内容を確認の上、留意してください。 

 

          事前協議実施  

 

  公共施設等管理者  開発行為に関する施設の事前協議済証（様式第３号）の交付  

 

             建築開発課を経由して申請者に事前協議済証を交付 

 

法第３２条協議 

  建築開発課   公共施設の管理に関する協議書の作成  

             ※市で法第３２条の協議書を作成するため、「公共施設の管理に関する土

地利用計画図（１部）」、「事前協議済証の写し（各１部）」を市建築開

発課に提出してください。 

  申請者     公共施設の管理に関する協議書の提出  

             ※市で作成した法第３２条の協議書（２部）を受け取ってください。そ

の後、「法第３２条の協議書（２部）」の必要箇所に申請者の実印押印

の上、「印鑑証明書の原本（１部）、写し（１部）」を添えて市建築開発

課に提出してください。 

  建築開発課   公共施設の管理に関する協議書の交付  

             ※市長印を必要箇所に押印の上、「法第３２条の協議書（１部）」、「印鑑

証明書の写し（１部）」を交付します。 

 

開発行為許可申請 

  申請者     開発行為許可申請書の提出  

         ※「法第３２条の協議書の写し」を申請書に添付（正副各１部）してください。 

         ※国、県等については、必要に応じて「法３２条の同意を得たことを証する書面の

写し」を申請書に添付（正副各１部）してください。 

要綱第５条第２項 

要綱第５条第３項 

要綱第５条第４項 申請者及び 
公共施設等管理者 

要綱第５条第５項 

法第３０条 
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